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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第65期中 第66期中 第67期中 第65期 第66期

会計期間

自　2021年
　　１月１日
至　2021年
　　６月30日

自　2022年
　　１月１日
至　2022年
　　６月30日

自　2023年
　　１月１日
至　2023年
　　６月30日

自　2021年
　　１月１日
至　2021年
　　12月31日

自　2022年
　　１月１日
至　2022年
　　12月31日

売上高 (千円) 145,695 152,868 166,168 313,090 324,164

経常利益 (千円) 14,938 1,718 24,511 46,296 27,733

中間(当期)純利益
又は中間純損失(△)

(千円) 12,000 △1,702 16,887 51,197 22,039

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 (株) 10,641 10,641 10,641 10,641 10,641

純資産額 (千円) △675,085 △662,623 △621,993 △635,888 △638,880

総資産額 (千円) 605,604 651,178 710,944 640,122 683,925

１株当たり純資産額 (円) △63,441.96 △62,270.76 △58,452.51 △59,758.37 △60,039.54

１株当たり中間(当期)
純利益金額又は中間純
損失金額(△)

(円) 1,127.80 △160.03 1,587.03 4,811.38 2,071.19

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 17,603 5,050 57,020 49,412 23,672

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △133 △16,315 △2,412 △2,437 △36,169

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △22,842 △7,747 △8,452 △41,120 △15,071

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 108,904 101,119 135,719 120,132 89,564

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
24 26 25 25 26

(29) (26) (28) (25) (26)
 

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成していないので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　当社は潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

していないため記載しておりません。

３　当社は関連会社がないので、「持分法を適用した場合の投資損益」については記載しておりません。

４　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第66期の期首から適用してお

り、第66期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2023年６月30日現在

従業員数(人) 25(28)
 

(注)　従業員は就業人員であり、臨時従業員は(　)内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

 

(2) 労働組合の状況

当社には、ゼンセン同盟に加盟した労働組合があり、組合員数は25名であります。労使関係について特記すべき

事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 
 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間会計期間において、当社の経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観

的な指標等について、前事業年度の有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。

また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等は

ありません。

 
(2) 優先的に対処すべき事業上・財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上・財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上・財務上の課題はありません。
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２ 【事業等のリスク】

半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には以下のようなものがあります。　

なお、文中の将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 経営環境について

　当社の事業であるゴルフ場経営は、高齢化・人口減少及び若年層のゴルフ離れ等の影響で厳しい状況が続いて

おります。また、入場者数は景気の動向や個人消費の状況に大きく影響を受けます。現在当社は、各種イベント

の開催やネット予約に注力するとともに、様々なプランを打ち出して集客に努めておりますが、国内景気の低迷

は入場者数を減少させ、また同業他社との競争による低価格化により、当社の業績が影響を受ける可能性があり

ます。

 
(2) 天候による影響について

　当社の売上は、降雪や長雨、台風等の影響により、クローズせざるを得なかったり予約のキャンセルが多く出

る可能性があり、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。また、地震や台風等により高知本山線が

土砂崩れで通行できなくなった場合、入場者が減少する可能性があり、当社の業績に大きな影響を与える可能性

があります。

 
 (3) ゴルフ場の一部借地について

　当社の事業運営に関し、ゴルフ場の一部が借地となっております。契約及び地主との関係において問題はあり

ませんが、将来的に地主との契約更新ができない場合において、事業の継続に重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
(4) 重要事象等について

　① 当社の主要債権者である銀行の動向により、事業継続に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　② 当社は、当中間会計期間において営業利益、中間純利益を計上したものの、過年度の減損損失等により債務超

過に陥っております。このように、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく、高知県中小企業再生支援協議会及び各金融機関の協力を得て2011年に再生計

画を策定し、2021年度まで約定どおりの返済を実施いたしました。2022年度より、金融機関と締結し直した約定

を基に、新たな再生計画をスタートさせております。

　　 なお、当中間会計期間の入場者は対前年同期比1,369名増加となりました。一人当たりの単価は上昇の兆しが

見られるものの、高齢化等により、主要客層の一人当たりのプレー回数は減少しております。このような厳しい

経営環境が続くものと予想されますが、その対策として一層の経費削減は勿論、営業収入確保のため次のような

施策を継続、実行してまいります。　

　　 イ 立地性を活かしたプランの強化。　

 　　ロ 営業力を強化しコンペ獲得や集客増を図る。

 　　ハ シニア・レディースデーの充実と活性化。　

 　　ニ 企画の周知をより早く行う。　

 　　ホ 優待券の活用と特別料金等を織り交ぜてメリハリのある営業活動を行う。　

 　　ヘ インターネットを活用し予約を行いやすい環境整備を図るとともに、新規顧客の獲得を図る。

 　　ト お客様、従業員への感染症対策を徹底するとともに、感染不安を払しょくする営業活動を行う。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)

の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

当中間会計期間の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、社会経済活動の正常化に向けた

動きが見られましたが、不安定な国際情勢による資源・エネルギー価格の高騰に起因する物価上昇等、依然とし

て不透明な状況が続いております。

ゴルフ場業界におきましては、コロナ禍において比較的感染リスクの低いスポーツとしての認識による入場者

数の増加傾向に陰りが見え始めたものの、ゴルフ人口の一定の底上げが見られました。一方、感染症拡大以前か

らの問題である人口の減少、高齢化等による影響は継続しており依然厳しい状況にあります。このような経済環

境の中、当中間会計期間の売上高は166,168千円となり、前年同期比13,300千円増加となりました。営業利益は

25,783千円(前年同期は営業利益4,231千円）となり、経常利益24,511千円（前年同期は経常利益1,718千円）とな

りました。中間純利益は16,887千円（前年同期は中間純損失1,702千円）となりました。

当中間会計期間の資産の部合計は、前事業年度末比27,018千円増加し710,944千円となりました。また、負債の

部合計は、前事業年度末比10,131千円増加し、1,332,937千円となりました。

なお、当社はゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略し

ております。

 

② キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間の現金及び現金同等物は、全体として46,154千円増加し、135,719千円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、57,020千円の資金増加となり、前年同期比51,970千

円の増加となりました。これは、税引前中間純利益24,511千円、減価償却費9,917千円及び未払消費税等の増加

8,507千円等によるものであります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、2,412千円の資金減少となり、前年同期比13,902千円

の増加となりました。これは有形固定資産の取得による支出2,279千円及び保険積立金の積立による支出133千円

によるものであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、8,452千円の資金減少となり、前年同期比705千円の

減少となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,750千円及びリース債務の返済による支出6,702千円

によるものであります。
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③ 仕入及び販売の実績

当社はゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しており

ます。

 
イ 商品仕入実績

当中間会計期間の商品仕入実績は次のとおりであります。

品目別
当中間会計期間

(自　2023年１月１日
 至　2023年６月30日)

前年同期比　(％)

ハウス売店商品　(千円) 2,543 71.3

コース売店商品　(千円) 1,407 105.1

合計　　　　　　(千円) 3,951 80.5
 

 

ロ 販売実績

当中間会計期間の販売実績収入別に示すと次のとおりであります。

品目別
当中間会計期間

(自　2023年１月１日
　至　2023年６月30日)

前年同期比　(％)

プレー収入　　(千円) 130,522 109.5

年会費収入　　(千円) 20,435 103.0

入会金収入　　(千円) 4,536 109.9

商品売上収入　(千円) 6,004 108.7

食堂収入　　　(千円) 4,598 111.0

諸収入　　　　(千円) 72 130.9

合計　　　　　(千円) 166,168 108.7
 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

① 重要な会計方針及び見積もり

当社の中間財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この中間財務諸表の作成にあたって、当社が採用している重要な会計方針は「第５　経理の状況　１　中間

財務諸表　(1)中間財務諸表　注記事項(重要な会計方針)」に記載のとおりであります。

 

② 当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社の当中間会計期間の経営成績等は、入場者は対前年同期比1,369名増加し、ゴルフ営業部門の収入は対前年

同期比11,329千円増加いたしました。また、食堂売店喫茶売上は対前年同期比941千円増加し、10,603千円となり

ました。会費部門収入は、対前年同期比1,012千円増加となり、その他部門は17千円増加となっております。この

結果、営業収入全体では、対前年同期比13,300千円増加の166,168千円となりました。営業原価及び一般管理費の

費用合計は、対前年同期比8,251千円減少の140,385千円となりました。営業収入は、2021年のコロナ禍から続く

ゴルフブームと、ネット予約に注力した結果、入場者数が堅調に推移したことにより増加し、設備投資計画のう

ち主要な投資が完了したことにより費用が減少し、営業利益25,783千円、中間純利益16,887千円となりました。
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イ 財政状態

　（資産の部）

流動資産は155,177千円(前事業年度末比35,779千円増)となりました。増加の主な要因は、現金及び預金46,154

千円増加と、未収入金3,082千円減少、前事業年度に発生した未収還付法人税等5,236千円の消滅によるものであ

ります。

 
固定資産は555,767千円(前事業年度末比8,760千円減)となりました。減少の主な要因は、工具、器具及び備品

695千円、ソフトウエア1,584千円増加と減価償却を9,917千円実施したことによるものであります。

 

　（負債の部）

負債は、1,332,937千円(前事業年度末比10,131千円増)となりました。増加の主な要因は、未払消費税等8,507

千円、未払法人税等6,384千円、前受収益・長期前受収益5,123千円増加とリース債務6,702千円減少によるもので

あります。

 

　（純資産の部）

純資産の部合計は、△621,993千円(前事業年度末比16,887千円増)となりました。増加の主な要因は、中間純利

益16,887千円を計上したことによるものであります。

 

ロ キャッシュ・フロー

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、57,020千円(対前年同期比51,970千円増加)となり

ました。これは、税引前中間純利益24,511千円、減価償却費9,917千円及び未払消費税等の増加8,507千円、法人

税等の支払額5,133千円等によるものであります。

また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,412千円(前年同期比13,902千円増加)となりました。これは

有形固定資産の取得による支出2,279千円及び保険積立金の積立による支出133千円によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、△8,452千円(前年同期比705千円減少)となりました。これは、長期借

入金の返済による支出1,750千円及びリース債務の返済による支出6,702千円によるものであります。

これらにより現金及び現金同等物の当中間期末残高は対前事業年度末比46,154千円増加し、135,719千円となり

ました。

 

ハ 資本の財源及び資金の流動性

当社の資金需要は、運転資金需要と設備投資資金需要があります。運転資金需要の主なものは、コース維持管

理に伴う肥料、消耗品等の費用、売店・喫茶の仕入れ、販売費及び一般管理費の営業費用であります。また、設

備投資資金需要の主なものはコース、クラブハウス等に関する有形固定資産の取得及びコース管理機械等に関す

る投資であり、これらの資金は自己資金で賄うとともに、事業活動の維持に必要な資金を安定的に確保するた

め、金融機関からの借り入れを行っております。
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４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において重要な変更、重要な解約、新たな契約の締結はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

土佐観光施設株式会社(E04709)

半期報告書

 9/34



第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において主要な設備に重要な異動はありません。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において特に記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】
 

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000

計 12,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2023年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年９月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,641 10,641
非上場
非登録

単元株制度は採用しておりま
せん。(注)１

計 10,641 10,641 ― ―
 

(注) １　当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受ける必要があります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年１月１日～
2023年６月30日

― 10,641 ― 100,000 ― ―
 

 

(5) 【大株主の状況】

2023年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社　四国銀行 高知市南はりまや町1-1-1 448 4.21

株式会社　高知銀行 高知市堺町2-24 120 1.13

株式会社　オサキ 高知市神田647-1 88 0.83

株式会社　高知新聞社 高知市本町3-2-15 80 0.75

入交グループ本社　株式会社 高知市仁井田4563-1 64 0.60

高知トヨタ自動車　株式会社 高知市北御座23-1 48 0.45

東洋電化工業　株式会社 高知市萩町2-2-25 48 0.45

株式会社　高販 高知市知寄町3-229 40 0.38

計 ― 936 8.80
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,641
 

10,641 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 10,641 ― ―

総株主の議決権 ― 10,641 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に

基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2023年１月１日から2023年６月30日ま

で)の中間財務諸表について、公認会計士 斉藤章、公認会計士 橋本誠により中間監査を受けております。

 

３　中間連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】
 

① 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2022年12月31日)
当中間会計期間
(2023年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 89,564 135,719

  売掛金 2,906 3,156

  未収入金 15,474 12,141

  商品 2,530 2,417

  貯蔵品 923 938

  前払費用 3,067 1,330

  未収還付法人税等 5,236 ―

  その他 300 57

  貸倒引当金 △606 △584

  流動資産合計 119,397 155,177

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※1，※2  11,333 ※1，※2  10,377

   構築物（純額） ※1，※2  25,767 ※1，※2  24,822

   機械及び装置（純額） ※2  18,848 ※2  15,929

   車両運搬具（純額） ※2  16,741 ※2  14,525

   工具、器具及び備品（純額） ※2  16,300 ※2  14,639

   コース勘定 9,003 9,003

   立木 0 0

   土地 ※1  437,152 ※1  437,152

   有形固定資産合計 535,146 526,451

  無形固定資産   

   ソフトウエア 3,668 4,724

   無形固定資産合計 3,668 4,724

  投資その他の資産   

   長期前払費用 2,175 2,056

   保険積立金 1,915 2,048

   繰延税金資産 21,622 20,486

   投資その他の資産合計 25,712 24,590

  固定資産合計 564,527 555,767

 資産合計 683,925 710,944

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 9,728 6,753

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  3,000 ※1  5,090

  リース債務 14,899 14,044

  未払金 12,098 9,959

  未払費用 1,450 4,575

  未払法人税等 103 6,487

  未払消費税等 ― ※3  8,507

  前受金 823 722

  預り金 9,817 8,913

  前受収益 26,684 27,888

  流動負債合計 78,605 92,942
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2022年12月31日)
当中間会計期間
(2023年６月30日)

 固定負債   

  長期借入金 ※1  1,146,076 ※1  1,142,236

  リース債務 38,237 32,390

  退職給付引当金 22,791 23,704

  役員退職慰労引当金 9,653 10,302

  長期前受収益 26,923 30,842

  その他 518 518

  固定負債合計 1,244,200 1,239,995

 負債合計 1,322,806 1,332,937

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △738,880 △721,993

   利益剰余金合計 △738,880 △721,993

  株主資本合計 △638,880 △621,993

 純資産合計 △638,880 △621,993

負債純資産合計 683,925 710,944
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② 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

当中間会計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年６月30日)

売上高 152,868 166,168

売上原価 ※1  81,323 ※1  80,304

売上総利益 71,544 85,864

販売費及び一般管理費 ※1  67,313 ※1  60,080

営業利益 4,231 25,783

営業外収益 ※2  3,327 ※2  3,853

営業外費用 ※2  5,840 ※2  5,125

経常利益 1,718 24,511

税引前中間純利益 1,718 24,511

法人税、住民税及び事業税 103 6,487

法人税等調整額 3,318 1,136

法人税等合計 3,421 7,623

中間純利益又は中間純損失（△） △1,702 16,887
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)　

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 △735,888 △735,888 △635,888 △635,888

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 △25,031 △25,031 △25,031 △25,031

会計方針の変更を反映

した当期首残高
100,000 △760,920 △760,920 △660,920 △660,920

当中間期変動額      

中間純損失（△）  △1,702 △1,702 △1,702 △1,702

当中間期変動額合計 ― △1,702 △1,702 △1,702 △1,702

当中間期末残高 100,000 △762,623 △762,623 △662,623 △662,623
 

 

 当中間会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)　

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 △738,880 △738,880 △638,880 △638,880

当中間期変動額      

中間純利益  16,887 16,887 16,887 16,887

当中間期変動額合計 ― 16,887 16,887 16,887 16,887

当中間期末残高 100,000 △721,993 △721,993 △621,993 △621,993
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

当中間会計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益 1,718 24,511

 減価償却費 5,837 9,917

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,333 913

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 508 649

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △78 △21

 受取利息及び受取配当金 0 0

 支払利息 5,055 5,006

 売上債権の増減額（△は増加） 4,529 3,082

 棚卸資産の増減額（△は増加） △460 97

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,315 △2,975

 未払消費税等の増減額（△は減少） △6,077 8,507

 長期前払費用の増減額（△は増加） △271 119

 その他の資産の増減額（△は増加） 1,885 1,980

 その他の負債の増減額（△は減少） 3,841 5,105

 小計 19,468 56,892

 利息及び配当金の受取額 0 0

 利息の支払額 △5,055 △5,006

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △9,363 5,133

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,050 57,020

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △16,181 △2,279

 保険積立金の積立による支出 △133 △133

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,315 △2,412

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △4,228 △1,750

 リース債務の返済による支出 △3,519 △6,702

 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,747 △8,452

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,013 46,154

現金及び現金同等物の期首残高 120,132 89,564

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  101,119 ※  135,719
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社は、過年度の減損損失等により債務超過621,993千円に陥っており、債務超過解消には相当期間かかるものと

予想されます。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。　

当社は、当該状況を解消すべく、高知県中小企業再生支援協議会及び各金融機関の協力を得て2011年に再生計画

を策定し、2021年度まで約定どおりの返済を実施いたしました。2022年度より、金融機関と締結し直した約定を基

に、新たな再生計画をスタートさせており、当中間会計期間においては新たな約定どおりの返済を実施いたしまし

た。また、経営面では、一層の経費削減はもちろん、営業収入確保の為に前記「事業等のリスク」の(4)に記載した

ような諸施策を継続、実行してまいります。しかし、その結果は未だ不明確であり、継続企業の前提に関する重要

な不確実性が認められます。

中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。　
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(重要な会計方針)

１　資産の評価基準及び評価方法

商品　　原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯蔵品　原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

　

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。(但し、建物並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物について

は定額法を採用しております。)

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 ５～15年

機械装置及び車両運搬具 ４～７年

工具、器具及び備品 ４～10年
 

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 
３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

を用いた簡便法を適用しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。

　

４　収益及び費用の計上基準

(1) ゴルフ営業収入

グリーンフィー、キャディフィー、カートフィー、その他の収入については、顧客がプレーしたその日にサー

ビスを提供することにより、顧客に当該サービスに対する支配が移転し履行義務が充足されることから、プレー

日で収益を計上しております。

(2) 会員収入

会費収入については、契約期間にわたりサービスを提供するものであることより、時の経過に応じて履行義務

が充足されることから、役務を提供する期間にわたり収益を計上しております。

入会金収入については、将来のゴルフ場施設の利用サービスを提供する期間にわたりサービスが顧客に移転す

ることから、会員の予想利用期間にわたり均等に収益を計上しております。

(3) 売店・喫茶・食堂収入

売店収入、喫茶収入については、販売を行った時点で収益を計上しております。

食堂収入については、食堂営業を外部委託しており、委託会社の1ヶ月の売上高の一部が委託収入となることか

ら、1ヶ月の食堂利用が終了した時点で収益を計上しております。

 
５　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなります。

 
 

(会計方針の変更)

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
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「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基

準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な

取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし

た。これによる中間財務諸表への影響はありません。

 
(中間貸借対照表関係)

※１　前事業年度(2022年12月31日)

土地437,152千円、建物の一部10,953千円及び構築物の25,767千円は、１年内返済予定長期借入金3,000千円及び

長期借入金1,146,076千円の担保に提供されております。

 

当中間会計期間(2023年６月30日)

土地437,152千円、建物の一部10,035千円及び構築物の24,822千円は、１年内返済予定長期借入金5,090千円及び

長期借入金の一部1,142,236千円の担保に提供されております。

 

※２　資産の金額から直接控除している減価償却累計額の額

 
前事業年度

(2022年12月31日)
当中間会計期間
(2023年６月30日)

有形固定資産の減価償却累計額 64,497千円 73,887千円
 

 

※３　当中間会計期間(2023年６月30日)

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の上、未払消費税等として表示しております。

 
(中間損益計算書関係)

※１　減価償却実施額

 
前中間会計期間

(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)

当中間会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)

有形固定資産 5,837千円 9,917千円
 

 

※２　前中間会計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)

営業外費用のうち支払利息は、5,055千円であります。

営業外収益のうち受取助成金は、1,645千円であります。

 

当中間会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)

営業外費用のうち支払利息は、5,006千円であります。

営業外収益のうち受取助成金は、1,139千円であります。
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 2022年１月１日　至 2022年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数(株)

当中間会計期間増加
株式数(株)

当中間会計期間減少
株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式
10,641 ――― ――― 10,641

合計 10,641 ――― ――― 10,641
 

 

当中間会計期間(自 2023年１月１日　至 2023年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数(株)

当中間会計期間増加
株式数(株)

当中間会計期間減少
株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式
10,641 ――― ――― 10,641

合計 10,641 ――― ――― 10,641
 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間会計期間

(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)

当中間会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)

現金及び預金 101,119千円 135,719千円

現金及び現金同等物 101,119千円 135,719千円
 

 

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

(借主側)

　 所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　①　リース資産の内容

　　　　建物

　　　　構築物

　　　　機械及び装置

　　　　車両運搬具

　　　　工具、器具及び備品

　　　　ソフトウエア

　　②　リース資産の減価償却の方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 
(金融商品関係)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金は全て自己資金で賄っておりま

す。なお、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。

営業債務である営業未払金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

 営業債権については、業務部門における業務係が未収入金先を毎月モニタリングし、取引相手ごとに期日及

び残高を管理するとともに、督促等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

EDINET提出書類

土佐観光施設株式会社(E04709)

半期報告書

23/34



 総務部が３ヶ月ごと予算の執行状況を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスク

を管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。

 

２　金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(自2022年１月１日　至2022年12月31日)

2022年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

 

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

　長期借入金 1,149,076 867,656 △281,420

　リース債務 38,238 36,854 △1,383

負債計 1,187,314 904,511 △282,803
 

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」及び「未収金」については、現金であること、預金、売掛金及び未収入金は短期間

で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2)「営業未払金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであること

から、記載を省略しております。

 

当中間会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)

2023年６月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

 

 
中間貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

　長期借入金 1,147,326 862,489 284,837

　リース債務 46,434 44,133 2,301

負債計 1,193,760 906,622 287,138
 

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」及び「未収金」については、現金であること、預金、売掛金及び未収入金は短期間

で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2)「営業未払金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであること

から、記載を省略しております。

 
(注)長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

　長期借入金 5,090 22,552 25,020 26,520 28,028

　リース債務 14,044 13,164 10,589 7,540 1,097

合計 19,134 34,342 32,923 30,279 24,890
 

 

EDINET提出書類

土佐観光施設株式会社(E04709)

半期報告書

24/34



 

３　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

　　前事業年度(2022年12月31日)

　　該当事項はありません。

　　当中間会計期間(2023年６月30日)

　　該当事項はありません。

 
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　　前事業年度(2022年12月31日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　長期借入金  ― 867,656 ― 867,656

リース債務 ― 36,854 ― 36,854

負債計 ― 904,511 ― 904,511
 

　　当中間会計期間(2023年６月30日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　長期借入金 　― 862,489 ― 862,489

リース債務 ― 44,133 ― 44,133

負債計 ― 906,622 ― 906,622
 

　（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　長期借入金及びリース債務

長期借入金及びリース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び同様の新規借入やリースを行っ

た場合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

前事業年度(2022年12月31日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(2023年６月30日)

該当事項はありません。

 
(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 
(持分法損益等)

関連会社がないため記載しておりません。

 
(資産除去債務関係)

前事業年度(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)

当社のゴルフ場土地の一部は不動産賃貸借契約に基づき、契約解約時における原状回復義務が付帯されておりま

す。しかし、当該ゴルフ場土地は当社の事業の継続に不可欠であり、開業以来現在に至るまで契約の自動更新中で

あります。かつ、ゴルフ事業以外の利用は不可能なことから、今後も解除の予定はなく長期借地予定であるため、

使用期間が明確でなく、将来当該ゴルフ場を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もること

が出来ません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

 
当中間会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)

当社のゴルフ場土地の一部は不動産賃貸借契約に基づき、契約解約時における原状回復義務が付帯されておりま

す。しかし、当該ゴルフ場土地は当社の事業の継続に不可欠であり、開業以来現在に至るまで契約の自動更新中で

あります。かつ、ゴルフ事業以外の利用は不可能なことから、今後も解除の予定はなく長期借地予定であるため、

使用期間が明確でなく、将来当該ゴルフ場を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もること

が出来ません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
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(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自　2022年１月１日　至　2022年６月30日）　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
ゴルフ営業

収入
会費収入 入会金収入

売店・喫茶
売上高

食堂収入 合計

一時点で移転される
サービス

119,248 ― ― 5,519 4,142 128,909

一定の期間にわたり
移転されるサービス

― 19,834 4,124 ― ― 23,958

顧客との契約から生
じる収益

119,248 19,834 4,124 5,519 4,142 152,868

外部顧客への売上高 119,248 19,834 4,124 5,519 4,142 152,868
 

 

当中間会計期間（自　2023年１月１日　至　2023年６月30日）　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
ゴルフ営業

収入
会費収入 入会金収入

売店・喫茶
売上高

食堂収入 合計

一時点で移転される
サービス

 130,594 ―  ―  6,004 4,598 141,197

一定の期間にわたり
移転されるサービス

― 20,435 4,536 ― ― 24,971

顧客との契約から生
じる収益

 130,594  20,435 4,536 6,004 4,598 166,168

外部顧客への売上高  130,594 20,435 4,536 6,004 4,598 166,168
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間会計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)

当社は、ゴルフ事業及びそれに付帯する業務の単一事業であり、開示対象となる事業セグメント情報がないた

め、記載しておりません。

 

当中間会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)

当社は、ゴルフ事業及びそれに付帯する業務の単一事業であり、開示対象となる事業セグメント情報がないた

め、記載しておりません。

 

 

【関連情報】

前中間会計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)

当社は、ゴルフ事業による単一のサービス品であり、本邦以外の国との取引がなく、また、外部顧客への売上高

が、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありません。

 

当中間会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)

当社は、ゴルフ事業による単一のサービス品であり、本邦以外の国との取引がなく、また、外部顧客への売上高

が、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び算定

上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前事業年度

(2022年12月31日)
当中間会計期間
(2023年６月30日)

(1) １株当たり純資産額(円) △60,039.54 △58,452.51

   (算定上の基礎)   

   純資産の部の合計額(千円) △638,880 △621,993

    普通株式に係る純資産額(千円) △638,880 △621,993

    普通株式の発行済株式数(株) 10,641 10,641

    普通株式の自己株式数(株)  ― ―

    １株当たり純資産の算定に用いられた
　　普通株式の数(株)

 10,641 10,641
 

 

項目
前中間会計期間

(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)

当中間会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)

(2) １株当たり中間純利益又は中間純損失(△)(円) △160.03 1,587.03

   (算定上の基礎)   

   中間純利益又は中間純損失(△)(千円) △1,702 16,887

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る中間純利益又は中間純損失(△)
　　(千円)

△1,702 16,887

    普通株式の期中平均株式数(株) 10,641 10,641
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため

記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(１)
有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

(第66期)

自　2022年１月１日

至　2022年12月31日
 

2023年３月31日

四国財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

2023年９月21日

土佐観光施設株式会社

取締役会　御中

斉藤章公認会計士事務所

高知県高知市

 公認会計士 斉　藤　　章  

橋本誠公認会計士事務所

高知県高知市

 公認会計士 橋　本　　誠  
 

 

中間監査意見

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

土佐観光施設株式会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第67期事業年度の中間会計期間（2023年１月１日か

ら2023年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、土佐観光施設株式会社の2023年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2023年１月１

日から2023年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

 
中間監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基

準における私たちの責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい

る。私たちは、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、過年度の減損損失等により、2023年６月30日現在に

おいて中間貸借対照表上621,993千円の債務超過の状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対

応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な不確実性の影響は中間財務諸表に反映されていない。

当該事項は、私たちの意見に影響を及ぼすものではない。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が

基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

 
利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 
 

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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